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佐倉市条例第   号 

   佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例等の一部を改正

する条例 

 （佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１条 佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例（昭和６２年

佐倉市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１を次のように改める。 

 別表第１（第８条、第９条関係） 

使用単位
午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時か

ら午後９時

まで 使用区分 

佐倉市

志津コ

ミュニ

ティセ

ンター 

施設 

ホール 
６，６００

円

８，８１０

円

６，６００

円

２２，０１

０円

大会議室 
２，０１０

円

２，６８０

円

２，０１０

円

６，７００

円

第１会議室

（調理室） 

１，１１０

円

１，４８０

円

１，１１０

円

３，７００

円

第２会議室 
６７０円 ８９０円 ６７０円 ２，２３０

円

第３会議室 
６５０円 ８７０円 ６５０円 ２，１７０

円

集会室（視

聴覚室） 

８８０円 １，１８０

円

８８０円 ２，９４０

円

和室１ ５３０円

和室２ 
５３０円 ７１０円 ５３０円 １，７７０

円

茶室 
４４０円 ６００円 ４４０円 １，４８０

円

多目的グラ

ンド 

２時間につき８２０円

設備 
ホール映写

設備 

１，６５０

円

１，６５０

円

１，６５０

円

４，９５０

円



ホール放送

設備 

９８０円 ９８０円 ９８０円 ２，９４０

円

視聴覚室視

聴覚設備 

１，１００

円

１，１００

円

１，１００

円

３，３００

円

調理室調理

設備 

５５０円 ５５０円 ５５０円 １，６５０

円

佐倉市

和田コ

ミュニ

ティセ

ンター 

施設 

ホール ４，５２０

円

６，０３０

円

４，５２０

円

１５，０７

０円

高齢者談話

室 

設備 

ホール放送

設備 

９８０円 ９８０円 ９８０円 ２，９４０

円

ホールコン

サート用ピ

アノ 

１，９３０

円

１，９３０

円

１，９３０

円

５，７９０

円

佐倉市

佐倉コ

ミュニ

ティセ

ンター 

施設 

ホール ２，０３０

円

２，７２０

円

２，０３０

円

６，７８０

円

音楽練習室 ５５０円 ７３０円 ５５０円 １，８３０

円

第１会議室 ２２０円 ３００円 ２２０円 ７４０円

第２会議室 ６１０円 ８１０円 ６１０円 ２，０３０

円

第３会議室 ４５０円 ６１０円 ４５０円 １，５１０

円

第４会議室 ４５０円 ６１０円 ４５０円 １，５１０

円

調理室 ７６０円 １，０１０

円

７６０円 ２，５３０

円

和室１ ３２０円 ４３０円 ３２０円 １，０７０

円

和室２ ３２０円

設備 

ホール音響

設備 

１，６５０

円

１，６５０

円

１，６５０

円

４，９５０

円

ホール舞台

用照明設備 

２，２４０

円

２，２４０

円

２，２４０

円

６，７２０

円



ホールコン

サート用ピ

アノ 

１，９３０

円

１，９３０

円

１，９３０

円

５，７９０

円

調理室設備 １，０８０

円

１，０８０

円

１，０８０

円

３，２４０

円

水屋設備 １６０円 １６０円 １６０円 ４８０円

佐倉市

千 代

田・染

井野ふ

れあい

センタ

ー 

施設 

第１会議室 １，２４０

円

１，６５０

円

１，２４０

円

４，１３０

円

第２会議室 ４１０円 ５６０円 ４１０円 １，３８０

円

第３会議室 ７８０円 １，０４０

円

７８０円 ２，６００

円

設備 調理設備 １８０円 １８０円 １８０円 ５４０円

  備考 

   １ 佐倉市志津コミュニティセンターの和室１及び佐倉市佐倉コミュニ

ティセンターの和室２は、午前９時から午後５時まで、市内在住の６

０歳以上の者に無料で開放する。 

   ２ 佐倉市和田コミュニティセンターの高齢者談話室は、市内在住の６

０歳以上の者に無料で開放する。 

   ３ 市内在住者以外の者が使用する場合は、使用単位における使用料（以

下「単位使用料」という。）の１０割の額を割増使用料として別に徴収

する。 

   ４ 入場料及びこれに類するものを徴収して使用し、又は営利を目的と

して使用する場合は、単位使用料の２０割の額を割増使用料として別

に徴収する。 

   ５ 使用単位を超過した場合又は使用単位に記載された時間以外の使用

を認めた場合は、１時間（１時間未満の場合は、１時間とみなす。）に

つき、その使用が午後１時までのときは午前９時から正午までの欄に、

午後１時から午後６時までのときは午後１時から午後５時までの欄に、

午後６時以降のときは午後６時から午後９時までの欄にそれぞれ規定

する額から算定した１時間当たりの額（１０円未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てるものとする。）を使用料として徴収する。この

場合において、割増使用料の対象となるときは、当該使用料に併せて

徴収する。 

  別表第２中「５８０円」を「５９０円」に改める。 



  別表第３佐倉市西志津ふれあいセンターの項を次のように改める。 

佐倉

市西

志津

ふれ

あい

セン

ター 

施設 

ホール 
３，６１０

円

４，８１０

円

３，６１０

円

１２，０３

０円

会議室 
１，３６０

円

１，８２０

円

１，３６０

円

４，５４０

円

展示室 
２，３５０

円

３，１３０

円

２，３５０

円

７，８３０

円

設備 

ホール舞台用

照明設備 

２，２４０

円

２，２４０

円

２，２４０

円

６，７２０

円

ホール映写設

備 

１，６５０

円

１，６５０

円

１，６５０

円

４，９５０

円

ホール音響設

備 

１，６５０

円

１，６５０

円

１，６５０

円

４，９５０

円

ホールコンサ

ート用ピアノ 

１，９３０

円

１，９３０

円

１，９３０

円

５，７９０

円

 （佐倉市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 佐倉市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成１０年佐

倉市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１を次のように改める。 

別表第１（第１３条関係） 

時間 午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後６時から

午後９時まで 

午前９時から

午後９時まで 区分 

佐倉

市西

部地

域福

祉セ

ンタ

ー 

会議室

１ 

１，１３０円 １，５００円 １，１３０円 ３，７６０円

会議室

２ 

９７０円 １，３１０円 ９７０円 ３，２５０円

会議室

３ 

９７０円 １，３１０円 ９７０円 ３，２５０円

研修室 １，１３０円 １，５００円 １，１３０円 ３，７６０円

娯楽室

１ 

９２０円 １，２５０円 ９２０円 ３，０９０円

娯楽室 ８３０円 １，１１０円 ８３０円 ２，７７０円



２ 

和室 ３７０円 ５２０円 ３７０円 １，２６０円

佐倉

市南

部地

域福

祉セ

ンタ

ー 

研修室

１ 

１，１７０円 １，５６０円 １，１７０円 ３，９００円

研修室

２ 

１，１７０円 １，５６０円 １，１７０円 ３，９００円

和室 １，１７０円 １，５６０円 １，１７０円 ３，９００円

大広間 ２，５６０円 ３，４２０円 ２，５６０円 ８，５４０円

作業室 ９２０円 １，２５０円 ９２０円 ３，０９０円

娯楽室

１ 

４３０円 ５８０円 ４３０円 １，４４０円

娯楽室

２ 

４３０円 ５８０円 ４３０円 １，４４０円

会議室

１ 

３７０円 ５２０円 ３７０円 １，２６０円

会議室

２ 

３７０円 ５２０円 ３７０円 １，２６０円

 （佐倉市老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３条 佐倉市老人憩の家設置及び管理に関する条例（昭和５３年佐倉市条例

第３５号）の一部を次のように改正する。 

  別表集会室又は大会議室の項中 

 「 

５１０円 ６９０円 １，２００円 

                     」を 

 「 

５２０円 ７００円 １，２２０円 

                     」に改める。 

 （佐倉市立青少年センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４条 佐倉市立青少年センターの設置及び管理に関する条例（昭和５９年佐

倉市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 



  別表第２中「１，０００円」を「１，０１０円」に改める。 

 （佐倉市休日夜間急病診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第５条 佐倉市休日夜間急病診療所の設置及び管理に関する条例（昭和５４年

佐倉市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

  第８条中「１，０８０円」を「１，１００円」に改める。 

 （佐倉市小児初期急病診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第６条 佐倉市小児初期急病診療所の設置及び管理に関する条例（平成１４年

佐倉市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

  第８条中「１，０８０円」を「１，１００円」に改める。 

 （佐倉市民体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第７条 佐倉市民体育館の設置及び管理に関する条例（昭和５５年佐倉市条例

第１２号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１の１ 基本施設の表団体使用の場合の上限額（１０人以上）の項

を次のように改める。 

団体

使用

の場

合の

上限

額

（１

０人

以

上） 

第１

競技

場

（全

面） 

一般 ３，３００円 １，６５０円６，６００円 ３，３００円

高校生・

大学生 

２，４７０円 １，２３０円４，９５０円 ２，４７０円

中学生以

下 

１，６５０円 ８２０円３，３００円 １，６５０円

第１

競技

場

（半

面） 

一般 １，６５０円 ８２０円３，３００円 １，６５０円

高校生・

大学生 

１，２３０円 ６１０円２，４６０円 １，２３０円

中学生以

下 

８２０円 ４００円１，６５０円 ８２０円

第２

競技

場

（剣

道

一般 １，３２０円 ６６０円２，６４０円 １，３２０円

高校生・

大学生 

８７０円 ４３０円１，７５０円 ８７０円

中学生以

下 

４３０円 ２１０円 ８７０円 ４３０円



場） 

第３

競技

場

（柔

道

場） 

一般 １，３２０円 ６６０円２，６４０円 １，３２０円

高校生・

大学生 

８７０円 ４３０円１，７５０円 ８７０円

中学生以

下 

４３０円 ２１０円 ８７０円 ４３０円

卓球

室 

一般 １，３２０円 ６６０円２，６４０円 １，３２０円

高校生・

大学生 

８７０円 ４３０円１，７５０円 ８７０円

中学生以

下 

４３０円 ２１０円 ８７０円 ４３０円

トレ

ーニ

ング

室 

一般 １，３２０円 ６６０円２，６４０円 １，３２０円

高校生・

大学生 

８７０円 ４３０円１，７５０円 ８７０円

中学生以

下 

４３０円 ２１０円 ８７０円 ４３０円

ステ

ージ 

一般 ７００円 ３４０円１，４００円 ７００円

高校生・

大学生 

４６０円 ２３０円 ９３０円 ４６０円

中学生以

下 

２３０円 １１０円 ４６０円 ２３０円

弓道

場 

一般 １，３２０円 ６６０円２，６４０円 １，３２０円

高校生・

大学生 

８７０円 ４３０円１，７５０円 ８７０円

中学生以

下 

４３０円 ２１０円 ８７０円 ４３０円

会議室 ４３０円 ２１０円 ８７０円 ４３０円

  別表第１の２ 附帯施設の表中「１，０８０円」を「１，１００円」に、「５，

４００円」を「５，５００円」に改める。 

  別表第２中「１３，５８０円」を「１３，８３０円」に改める。 

 （佐倉市立青少年体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第８条 佐倉市立青少年体育館の設置及び管理に関する条例（昭和６３年佐倉



市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１団体使用の場合の上限額（１０人以上の団体）の項を次のように

改める。 

団体使用

の場合の

上限額（１

０人以上

の団体） 

一般 １，９１０円 ９５０円３，８３０円 １，９１０円

高校生・

大学生 

１，２６０円 ６３０円２，５２０円 １，２６０円

中学生以

下 

６３０円 ３１０円１，２６０円 ６３０円

  別表第２中「１，７４０円」を「１，７７０円」に改める。 

 （佐倉草ぶえの丘の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第９条 佐倉草ぶえの丘の設置及び管理に関する条例（平成１７年佐倉市条例

第３９号）の一部を次のように改正する。 

  別表第２宿泊料の項を次のように改める。 

宿泊

料 

研修セ

ンター

（１人

１泊に

つき） 

幼児 ８７０円 １，１００円１ 原則として、２

０人以上の団体

利用とする。 

小学生・

中学生 

１，３１０円 １，６４０円２ １泊とは午後

１時から翌日の

午前１０時まで

をいう。 

一般 １，７５０円 ２，２００円

シェア

ハウス

（１人

１泊に

つき） 

幼児 １，０１０円 １，２７０円１ 原則として、１

室当たり２人以

上５人以下の利

用とする。 

２ １泊とは、午後

３時から翌日の

午前１０時まで

をいう。 

小学生・

中学生 

１，５２０円 １，９００円

一般 ２，０３０円 ２，５４０円

ログハ

ウス

（１棟

１泊に

３月から

１０月ま

で 

１５，６８０

円

１８，８４０

円

１ 原則として、１

棟当たり６人ま

での利用とする。

１１月か １２，５２０ １５，６８０２ １泊とは、午後



つき） ら翌年の

２月まで 

円 円 ３時から翌日の

午前１０時まで

の利用をいう。 

  別表第３室料の項を次のように改める。 

室料 

研 修

室、学

習室、

実 習

室、古

民 家

又 は

体 育

館 

２，２００

円 

２，２００

円 

２，２００

円 

４，４００

円 
５５０円 

農 産

加 工

室 又

は 調

理室 

８５０円 ８５０円 ８５０円 
１，７００

円 
２１０円 

  別表第４中「１０，０００円」を「１０，１８０円」に、「３０，０００円」

を「３０，５５０円」に改める。 

  別表第５中「９，７７０円」を「９，９５０円」に改める。 

 （佐倉市農村集会施設設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１０条 佐倉市農村集会施設設置及び管理に関する条例（平成１１年佐倉市

条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

  別表中「７６０円」を「７７０円」に、「１，５２０円」を「１，５４０円」

に改める。 

 （佐倉市農業集落排水処理施設条例の一部改正） 

第１１条 佐倉市農業集落排水処理施設条例（平成６年佐倉市条例第１６号）

の一部を次のように改正する。 

  第１５条第１項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 



 （佐倉市飯野台観光振興施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１２条 佐倉市飯野台観光振興施設の設置及び管理に関する条例（平成１５

年佐倉市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

  別表オートキャンプ場の項中「４，１１０円」を「４，１８０円」に、「２，

０６０円」を「２，０９０円」に改め、同表テニスコートの項中「５７０円」

を「５８０円」に、「６６０円」を「６７０円」に改め、同表農園の項中「５，

０００円」を「５，０９０円」に改める。 

 （佐倉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正） 

第１３条 佐倉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成１０年佐倉市条例

第１９号）の一部を次のように改正する。 

  別表動物の死体の項中「１，６２０円」を「１，６５０円」に改める。 

 （佐倉市産業廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１４条 佐倉市産業廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例（昭和６

３年佐倉市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第１項中「２，１６０円」を「２，２００円」に改める。 

 （佐倉市営自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１５条 佐倉市営自転車駐車場の設置及び管理に関する条例（平成５年佐倉

市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

  別表第２中 

 「 

７，８１０円 １１，７２０円

３，９００円 ５，８６０円

３，３５０円 １１，７２０円

１，６８０円 ５，８６０円

                      」を 



 「 

７，９６０円 １１，９４０円

３，９８０円 ５，９７０円

３，４２０円 １１，９４０円

１，７１０円 ５，９７０円

                      」に改める。 

  別表第３中「１００円」を「１１０円」に、「２１０円」を「２２０円」に

改める。 

 （佐倉市都市公園条例の一部改正） 

第１６条 佐倉市都市公園条例（昭和４７年佐倉市条例第３１号）の一部を次

のように改正する。 

  別表第１の２業として行う写真、映画等の撮影の項中「７，７２０円」を

「７，８６０円」に、「５，４５０円」を「５，５５０円」に改める。 

  別表第４中「５，４００円」を「５，５００円」に、「１０，８００円」を

「１１，０００円」に改める。 

  別表第６を次のように改める。 

別表第６（第１６条の６関係） 

１ 基本施設 

区分 

入場料等を徴収しないで使用す

る場合 

入場料等を徴収して

使用する場合 摘要 

２時間 半日 １日 半日 １日 

長嶋

茂雄

記念

岩名

球場 

一般 ２，４７０

円

４，９５０

円 

９，９００

円

２４，７５

０円 

４９，５０

０円

  

高校生・

大学生 

１，３１０

円

２，６２０

円 

５，２６０

円

１２，３７

０円 

２４，７５

０円

  

小・中学

生 

８２０円１，６５０

円 

３，３００

円

   

職業野球  ７４，２５

０円 

１４８，５

００円

  



会議室 ４３０円 ８７０円 １，７５０

円

８７０円 １，７５０

円

  

岩名

第２

球場 

一般 １，６５０

円

３，３００

円 

６，６００

円

   

高校生・

大学生 

８２０円１，６５０

円 

３，３００

円

   

小・中学

生 

４８０円 ９７０円 １，９６０

円

   

大作

球場 

一般 １，６５０

円

３，３００

円 

６，６００

円

   

高校生・

大学生 

８２０円１，６５０

円 

３，３００

円

   

小・中学

生 

４８０円 ９７０円 １，９６０

円

   

陸上

競技

場 

団

体 

一般 ９，９００

円

１９，８０

０円

３３，００

０円 

６６，００

０円

夜 間

時 間

以 外

に お

け る

１ ０

人 以

上 の

利 用

に つ

い て

適 用

す

る。 

高校

生・大

学生 

１，３１０

円

２，６２０

円

８，２５０

円 

１６，５０

０円

小・中

学生 

８２０円１，６５０

円

 

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外 

９９，００

０円 

１９８，０

００円

  

個人 １回 １５０円    

会議室 ４３０円 ８７０円１，７５０ ８７０円 １，７５０  



円 円

テニ

スコ

ート

（ク

レ

ー）

（１

コー

トに

つ

き） 

一般 ６５０円１，３００

円

２，６００

円

１３，０９

０円 

２６，１９

０円

  

高校生・

大学生 

３１０円 ６５０円１，３００

円

６，５４０

円 

１３，０９

０円

  

小・中学

生 

１５０円 ３１０円 ６５０円    

職業テニ

ス 

２６，１９

０円 

５２，３９

０円

  

テニ

スコ

ート

（人

工

芝）

（１

コー

トに

つ

き） 

一般 １，２６０

円

２，５００

円

５，０１０

円

２５，０３

０円 

５０，０８

０円

高校生・

大学生 

６４０円１，２６０

円

２，５００

円

１２，５０

０円 

２５，０３

０円

小・中学

生 

３１０円 ６４０円１，２６０

円

 

職業テニ

ス 

５０，０８

０円 

１００，１

７０円

スポ

ーツ

資料

館 

会議室 

１時間 ３１０円    

プー

ル 

一般 

（高校生

以上） 

１回 ４８０円    

小・中学

生 

１回 １５０円    

ロッカー １回 ５０円    

岩名

球技

場 

全

面 

一般 
５，２４０

円

１０，４８

０円

２０，９５

０円

１０４，７

５０円 

２０９，５

２０円

  

高校 ２，６２０５，２４０１０，４８    



生・大

学生 

円 円 ０円

小・中

学生 

１，６８０

円

３，３５０

円

６，７００

円

    

半

面 

一般 
２，６２０

円

５，２４０

円

１０，４８

０円

５２，３７

０円 

１０４，７

５０円

  

高校

生・大

学生 

１，３１０

円

２，６２０

円

５，２４０

円

    

小・中

学生 

８４０円１，６８０

円

３，３５０

円

    

備考 

１ 市外居住者が基本施設（プールを除く。）を使用するときは、区分

における利用料金の２倍の金額を上限とする。 

２ 個人が陸上競技場を夜間時間に使用する場合は、１回につき１５

０円を加算する。 

３ スポーツ資料館会議室について使用許可時間を超過した場合は、

１時間（１時間未満の場合は、１時間とみなす。）につき、当該区分

における利用料金を別に徴収する。 

 ２ 附帯設備 

設備 使用時間 利用料金の上限額 

放送設備 ２時間 ８７０円 

長嶋茂雄記念岩名球場

電光表示盤 
２時間 １，３１０円 

長嶋茂雄記念岩名球場

照明設備 
３０分 

全点灯 ５，５３０円

３分の２点灯 ４，８６０円

岩名球技場照明設備 １時間 

全点灯 ３，１６０円

２分の１点灯 １，５８０円

３分の１点灯 １，０５０円

 （佐倉市教育施設使用条例の一部改正） 

第１７条 佐倉市教育施設使用条例（昭和２９年佐倉市条例第７４号）の一部

を次のように改正する。 

  第３条の表中 



 「 

３２０円 ５４０円 ８６０円 

５４０円 ７５０円 １，０８０円 

                     」を 

 「 

３２０円 ５５０円 ８７０円 

５５０円 ７６０円 １，１００円 

                     」に改める。 

 （佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１８条 佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例（昭和４８年佐倉市条

例第４３号）の一部を次のように改正する。 

  別表第３中「６９０円」を「７００円」に、「１，４６０円」を「１，４８

０円」に改める。 

  別表第４中「１，３８０円」を「１，４００円」に、「２，９２０円」を「２，

９６０円」に改める。 

 （旧堀田邸、佐倉順天堂記念館及び武家屋敷の入館料等に関する条例の一部

改正） 

第１９条 旧堀田邸、佐倉順天堂記念館及び武家屋敷の入館料等に関する条例

（平成１１年佐倉市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

  別表第２中 

 「 

４，２００円 

３，８８０円 

５，３３０円 

５，６６０円 

２，８１０円 

          」を 



 「 

４，２７０円 

３，９５０円 

５，４２０円 

５，７６０円 

２，８６０円 

          」に改める。 

  別表第３中 

 「 

１７，２８０円 

７，６１０円 

９，７７０円 

          」を 

 「 

１７，６００円 

７，７５０円 

９，９５０円 

          」に改める。 

 （佐倉市立美術館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２０条 佐倉市立美術館の設置及び管理に関する条例（平成５年佐倉市条例

第４３号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１中「２５，９２０円」を「２６，４００円」に、「１，６２０円」

を「１，６５０円」に、「７７，７６０円」を「７９，２００円」に、「４，

８６０円」を「４，９５０円」に、「５４０円」を「５５０円」に、「２１０

円」を「２２０円」に、「５，４００円」を「５，５００円」に、「２，７０

０円」を「２，７５０円」に改める。 

  別表第３中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 



  別表第４中「３３，５３０円」を「３４，１５０円」に改める。 

 （佐倉市民音楽ホールの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２１条 佐倉市民音楽ホールの設置及び管理に関する条例（昭和５９年佐倉

市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１中 

 「 

２１，２７０円 ２８，３６０円 ２４，８１０円 ７４，４４０円 

２，１４０円 ２，８３０円 ２，４９０円 ７，４６０円 

１，５７０円 ２，１００円 １，８４０円 ５，５１０円 

７１０円 ９５０円 ８３０円 ２，４９０円 

                                 」を 

「 

２１，６６０円 ２８，８８０円 ２５，２７０円 ７５，８１０円 

２，１８０円 ２，８８０円 ２，５３０円 ７，５９０円 

１，５９０円 ２，１３０円 １，８７０円 ５，５９０円 

７２０円 ９６０円 ８４０円 ２，５２０円 

                                 」に

改める。 

  別表第２中 

 「 

３，２４０円 

９，７２０円 

２，７００円 

１，０８０円 

８，６４０円 

          」を 

「 

３，３００円 

９，９００円 



２，７５０円 

１，１００円 

８，８００円 

          」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１１条の規定による改正後の佐倉市農業集落排水処理施設条例第１５条

第１項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用

し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 


